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障害児入所給付費等
国庫負担金

1375万円

※万円未満切り捨て

　▲はマイナスを表す

東京圏からの移住に対して、

県から４分の３、村から４分の１で支援金

学校給食事業特別会計費
▲ 758万円

稼働後の電気代等算出し減額

収
入

収
入

収入

収
入

支出

収入収入

支
出

支
出

支
出

群馬県移住支援金事業費
負担金

149万円

不用物品売り払い
100万円

児童・生徒用
旧タブレットの売却

企業版
ふるさと納税寄附金

430万円

移住・定住
促進事業
199万円

障害児入所給付費等
県負担金

687万円

障害者総合
支援費

3344万円

公有財産損害保険金
1506万円

落雷等による
修繕に共済金請求

中学校整備費
1329万円

落雷等により
故障した空調を改修

補正予算の主な内容

令和７年
第４回
定例会
期間

11月27日

～

12月８日

一般質問
７人登壇

議案等
16件
発議
１件
動議
１件
報告
１件

P13を
ご覧ください。

Ｐ12審議結果
をご覧ください。

全国一斉に春から誰でも通園
� 10時間まで／月

令和７年 第４回定例会

乳児の健診風景

条例
制定

《
全
員
賛
成
で
可
決
》

榛
東
村
乳
児
等
通
園
支
援

事
業
の
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
の
利
用
者
数
は
ど
の
程
度
把

握
し
て
い
て
、
利
用
希
望
に
対
し
て
の
受
け
入
れ
は
可

能
な
状
況
で
す
か
。

現
在
、
利
用
希
望
者
は
把
握
で
き
て
お
ら
ず
、
村
内
の

対
象
施
設
の
多
く
は
定
員
も
し
く
は
定
員
に
近
い
状
況

で
運
営
し
て
い
る
た
め
、
今
後
少
し
ず
つ
検
討
し
て
い

く
状
況
で
す
。

問答 誰
で
も
通
園
制
度
開
始
の
た
め
の
条
例

障
害
者
総
合
支
援
費
の
増
額
や

中
学
校
空
調
改
修
等

《
全
員
賛
成
で
可
決
》

補正
予算

令
和
７
年
度

一
般
会
計

�

（
第
８
号
）
4021万５千円
増 額

Ｓ． Ｓさん

会議録

誰でも通園制度とは…生後６カ月から、満３歳未満の子どもが対象で、保護者の就労の有無にかかわらず、すべて
の子どもが保育施設を利用できる制度です。育児の負担軽減や子どもの育ちを支えることを目的としています。

村民にインタビュー

　しんとう幼稚園への入園を予定し

ています。 現在は、育児支援センター

を利用したりしていますが、 入園ま

での慣らしとして、 ぜひ幼稚園で誰

でも通園制度を利用させてもらえた

らいいなと思いました。

　
障
害
者
総
合
支
援
費
と
は
…
障
害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ

き
、
障
害
の
あ
る
方
が
日
常
生
活
や
社
会
参
加
を
続
け
る
た

め
に
、
介
護
や
就
労
な
ど
の
支
援
を
受
け
る
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
費
用
で
す
。
国
が
２
分
の
１
、
県
と
村
が
４
分
の
１

ず
つ
負
担
し
て
い
ま
す
。

　
債
務
負
担
行
為
と
は
…
何
年
も
続
く
契
約
を
す
る
と
き
、
来

年
以
降
に
お
金
を
払
う
約
束
を
あ
ら
か
じ
め
議
会
で
認
め
る

こ
と
で
す
。

債務負担行為

事項 期間 限度額

広報費
（広報しんとう印刷製本）

令和７～
８年度 440万円

環境衛生対策一般経費
（ごみ袋製造卸業務委託）

令和７〜
８年度 2196万円

学校教育総務費
（ＩＣＴ支援業務委託）

令和７〜
８年度 264万円

学力向上推進費
（外国語指導助手派遣委託）

令和７〜
10年度 3069万円
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動議

発議

《
賛
成
多
数
で
可
決
》

《
賛
成
多
数
で
可
決
》

問
責
決
議
の

無
効
を
求
め
る
動
議

中
島
由
美
子
議
員
に

対
す
る
問
責
決
議

榛
東
村

南
部
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

談
話
室
復
活
に
つ
い
て

　
12
月
８
日
、
過
日
可
決
さ
れ
た
中
島
由
美
子
議
員
に
対

す
る
問
責
決
議
に
つ
い
て
、
提
出
過
程
に
瑕か

疵し

が
あ
っ
た

こ
と
に
よ
る
無
効
確
認
を
す
る
た
め
に
「
問
責
決
議
の
無

効
を
求
め
る
動
議
」
が
提
出
さ
れ
、
賛
成
多
数
で
可
決
さ

れ
ま
し
た
。

　
詳
細
は
、
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
会
議
録
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　
11
月
28
日
、
個
人
で
運
営
す
る
動
画
配
信
サ
イ
ト
内
で

の
言
動
に
品
位
に
欠
け
る
内
容
が
あ
り
、
議
長
の
個
別
注

意
後
も
反
省
の
様
子
が
な
い
と
し
て
問
責
決
議
が
提
出
さ

れ
、
賛
成
多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
南
コ
ミ
談
話
室
は
、
請
願
提
出
後
に
一
部
レ

イ
ア
ウ
ト
変
更
が
行
わ
れ
て
い
る
と
説
明
を
受

け
、
現
地
確
認
等
を
行
い
、
審
査
に
は
時
間
を

要
す
る
た
め
に
継
続
審
査
が
必
要
で
あ
る
と
決

定
し
ま
し
た
。
中
島
由
美
子
議
員
に
よ
り
紹
介

さ
れ
ま
し
た
。

請願
請願者 件名又は要旨 付託委員会 審査結果

原
はら

　田
だ

　真
ま

　希
き

 氏
榛東村南部コミュニティセンター

談話室復活について

文 教 厚 生

常任委員会
継続審査

現在の談話室とロビーの談話コーナー

※請願・陳情の締め切り日は、原則定例会開催の前月20日までです。

未入稿

動議とは
　議会の会議中に、 議員がその場で行う提案のこと
です。 議事や議決の取り扱いなど、 議会の議事に関
する事項について提案する際に用いられます。 村で
は発議者の他１人の賛成者が必要。 ただし懲罰動議
等や修正動議は２人以上の発議者が必要。 事前や書
面の提出は必須ではなく、 口頭提出が成立します。

発議とは
　条例案や決議案などの議案を、 議員が正式に議会
へ提出することをいいます。 あらかじめ文書で用意
されます。 村では、 議員１人 （定数の１／１２、 発議
者は賛成者１人分とみなす） で提出が可能です。

発委とは
　委員会が提出者となって、 条例案や決議案などの
議案を議会に提出することです。 （委員会提出議案）

付託とは
　議会で審議される議案などを、 より詳しく調べる
ため、 専門の委員会に審査を任せることです。

請願とは
　議員の紹介を得て、 年齢に関係なく住民の誰もが
提出できます。 議会に正式に意見や要望を届けられ
る制度です。

陳情とは
　請願と同じく、 村政についての意見や要望を、 文
書で議会に提出する制度です。 議員の紹介は不要で
すが、 村では郵送で届くものは審議せず配布のみと
なります。

無効確認とは
　議会の議決について、 手続きに重大な問題 （瑕疵）
があった場合に、 その議決が有効かどうかを確認する
ことです。 地方自治法の考え方に基づき、 議会が自ら
の議事手続きの適正を確保するために行われます。

しんとうちゃんの

ミニ用語解説


